
　

案件

第３３号

第３４号

日野市小中学校学習用端末の買入れについて

教育委員会職員の分限休職の専決処分について

令和７年(２０２５年)１１月１３日(木)   午後２時

開催場所

教育委員会室（５０６会議室）

教育委員　各位

 

令 和 ７ 年 ( ２ ０ ２ ５ 年 ) １ １ 月 ７ 日

日 教 庶 第 ５ ２ ３ 号

日野市教育委員会

　   教育長　白石　高士

（公印省略）

開催日時

令和７年度第８回教育委員会定例会の開催について

　日野市教育委員会告示第12号により、下記のとおり令和７年度第８回教育委員会定
例会を開催します。定刻までに御参集ください。

第３１号

第３２号

日野市奨学金条例にかかる意見具申について

日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定
について

学校運営協議会委員の任命について第３５号

議案

請願



第２５号

経団連の教育改革『提言』を、文科省や都教委が政策に取り入れな
いよう意見書を出して頂くと共に、加盟企業社員の学校派遣等を、
本市ではやらないよう求める等の請願

行政情報の公開請求

第7-8号

請願

報告事項



ページ番号

議案第３１号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年１１月１３日  提出

日野市奨学金条例にかかる意見具申について

高校生等を対象として支給している日野市奨学金について、高校授業料の無償
化等、高校生世代への支援制度が拡充したことに伴い、本条例について意見具
申をするものです。

教育長　白石　高士

《提案理由》
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非公開
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ページ番号

議案第３２号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年１１月１３日  提出

日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について

次期学習指導要領に関して議論を行っている中央教育審議会 教育課程企画特
別部会において、「余白の創出を通じた教育の質の向上」について論点整理が
進んでいることを受け、年間の標準総授業時数を確保しながら、教師と子供の
双方に余白を創出し、より豊かな教育活動の実現につなげることを目的に市立
小中学校の第１、第２学期及び夏季休業日を改正するものです。

教育長　白石　高士

《提案理由》
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教育委員会規則第 号 

日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 

日野市立学校の管理運営に関する規則（昭和36年教育委員会規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条中「８月24日」を「８月31日」に、「８月25日」を「９月１日」に改める。 

 第４条第１項第１号中「８月24日」を「８月31日」に改める。 

   付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の新旧対照表             ＿は、改正部分を示す。 

新 旧 

目次 略 目次 略 

第１条、第２条 略 第１条、第２条 略 

（学期） （学期） 

第３条 略 第３条 略 

第１学期 ４月１日から８月31日まで 第１学期 ４月１日から８月24日まで 

第２学期 ９月１日から12月31日まで 第２学期 ８月25日から12月31日まで 

第３学期 １月１日から３月31日まで 第３学期 １月１日から３月31日まで 

（休業日） （休業日） 

第４条 略 第４条 略 

(1) 夏季休業日 ７月21日から８月31日まで (1) 夏季休業日 ７月21日から８月24日まで 

(2)～(4) 略 (2)～(4) 略 

２ 略 ２ 略 

第５条 以下略 第５条 以下略 
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ページ番号

日野市小中学校学習用端末の買入れを実施するにあたり、日野市議会の議決に
付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第3条の規定により、予
定価格2,000万円以上の動産の買入れについて、令和7年第４回日野市議会定例
会において議案が提出されるため。

教育長　白石　高士

《提案理由》

議案第３３号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年１１月１３日  提出

日野市小中学校学習用端末の買入れについて
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非公開
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ページ番号

議案第３４号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年１１月１３日  提出

教育委員会職員の分限休職の専決処分について

教育委員会職員に対する地方公務員法第２８条第２項第１号による分限休職の
発令について、教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでした。そのため教
育長専決により分限休職の発令を行いましたので、報告し承認を求めるもので
す。

教育長　白石　高士

《提案理由》
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非公開
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ページ番号

日野市学校運営協議会規則（平成２９年教育委員会規則第７号）第８条の規定
に基づく委員の任命を行うものです。

教育長　白石　高士

《提案理由》

議案第３５号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年１１月１３日  提出

学校運営協議会委員の任命について
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 学校運営協議会委員の任命 

<<日野市立仲田小学校>> 

任命・

解任

等の

別 

任命・退任の

日 
任期 氏名 住所 備考 

任命・解任等

の理由 

任命 
令和 7 年 

11 月 13 日 

自：令和 7 年 11 月 13 日 

至：令和 8 年 3 月 31 日 
清水 緑子 

日野本町 

7-5-23(勤) 

ひの児童館 

館長 

（関係行政 

機関の職員） 

関係行政機関

との連携強化

のため 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有す

る。 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第 8条第 3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

 

（委員の解任） 

第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 

(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 
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請願審査 

 

請 願 

番 号 
請願第７－８号 

受 付 

年月日 
令和７年１０月９日 

件 名 

経団連の教育改革『提言』を、文科省や都教委が政策に取り入れないよう意

見書を出して頂くと共に、加盟企業社員の学校派遣等を、本市ではやらない

よう求める等の請願 

請願者 

住 所 

氏 名 
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ページ番号

報告事項第２５号

日野市教育委員会

このことについて、次のとおり報告する。

令和７年１１月１３日  提出

行政情報の公開請求

教育長　白石　高士
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行政情報の公開請求 

 

 請求日 決定日 請求件名 決定内容 

１ １０月２１日 １０月３１日 

①屋上防水修繕（日野第七小） 

②屋上防水修繕（七生中） 

③屋上防水修繕（滝合小） 

上記 3件の設計金額根拠資料 

部分公開 
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